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近代における神話的古代の創造

畝傍山・神武駿・橿原神宮，三位一体の神武「聖蹟j
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はじめに

神武陵と神武天皇像

ー畝傍山神苑の形成

むすびにかえて一一紀元で千六百年事業と神武天皇聖績調査

幕末までは，大和国高市郡のたんぼの真ん中に，畝傍山がぽつんとあった。それが文久 3年

(1863)に畝傍山北東の小字ミサンザイに突如感り
図1.神武陵がつくられる前(幕末)

土がされ，円墳の神武天皇陵が築かれる(関1)。の想像図

1880年代に は， 畝傍wが皇室の財産と して池尻村の

神保幽山の民街地が買い上げられ，植樹がなされて

ゆく。そして1890年(明治23)には橿原神宮が立憲

制の出発にあわせて創建される。畝傍山・神武天皇

陵・橿探神宮の三位一体の畝傍山山麓は，近代を通

じて，神武「聖蹟Jとして清浄な空聞が整備されて

ゆくのである。ここでは，この畝傍山とその周辺の

景観全体が，神武天皇の「聖蹟」として，創り出さ

れてゆく過程色幕末から，紀元二千六百年(1940

年)まで素描したL、。関 2でいえば，神武天皇陵と

橿!民神宮を結ぶ畝傍山東麓において，まとまった集典拠:鈴木良「天皇制と部落羨別」
『部議J 1968年2 月号

落としては，一般村である自橿(字大久保)と畝傍，

そして被差別部落である制が， 1890年か ら紀元2600年事業(1940年) にかけて移転さ せ られる 。

そして畝傍山とその山麓の神武聖蹟は，占代の堅史時代を彩る，法騒寺・東大寺などの古社寺

の美術・文化財と並んで，奈員県では最も重要な神話的古代の場であった。
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19

.1
ｭe

,
t

"

"



関 2 ， ;樹原神宮自IJ建時の 1890年(明治23)ごろのよ也閣

典拠 r明治前期，関西地誌国集成

一一1884 C明治17) 年-1890 C明治23) 年J

(1 989年， 柏書房)。
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こうした課題の前提には，

鈴木良の牟連の部落史の先行

研究がある。鈴木は，文久期

の神武陵の治定に際して，大

和国高市郡において，神武j衰

が最有力地の丸山て、はなくミ

サンザイ iこ最終的に決定した

理由として，丸山に隣接した

掴部落への穣観があり，また

洞部議を強制移転する時間的

余裕がなかった事実を指摘す

る cr天皇制と部落差別J r部

落J 1968年2 月 ) 。 ま た1917

年(大正 6 )に洞部落が畝傍

山山腹から神武陵のさらに北

東に強制移転させられた理由

を， r神武陵拡張に と も な っ

て全部活が強制移転させられ

た」と結論つ;' (jる。そして強

制移転させられた理由の証明

として， r奈良県庁文書J の

「白擾村大字ito]新部落敷地ニ

潤スル書類J C大 7 - 3 F - 2 ) の一節， r神武御陵兆域 ヲ 眼下ニ見ルノ 地役ニ ア リ テ恐擢ニ堪

ヘザルコけを根拠とする cr歴史研究にとっての聞き取りの方法J，歴史学研究会編『オーラ

ル・ヒストリ…と体験史J 1988年， 青木書店)。

鈴木の研究では，近代天皇制の神話的核心である禦なる神武陵の創出・整備過程と被差別部

議である洞部落の強制移転が鮮やかなコントラストのもとに描かれる。

これに対し，私は明治30年代の奈良県庁による檀原神宮の神苑構想を明らかにした cr近代

神苑試論J r麗史評論J 573号， 1998年)。 日本で最初の神苑であ る伊勢神宮の神苑を模範 と し

て，療関神宮の神苑づくりがはじまり，そのなかで洞部落のみならず畝傍・四条・山本などの

周辺の一般村をも含む，強制移転計画があったことを明らかにした。私の意図は畝傍山とその

山麓全体の清浄な景観づくりの解明であり，鈴木のように被差別部落の問題のみに特化できな

いのではないかという疑問があった。また 1880年代以降に，京都御苑，伊勢神宮・熱出神宮神
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典拠「明治四十一年近畿地方特別大損習関係書類j

奈良県立奈良図書鉛， 510-890

近代における神話的古代の創造(高木)

苑，皇冒とその時辺，そして畝傍I I Iとその山麓といった天阜制にかかわる清浄なる空間・景観

が整備されてゆくことが，全体として連鎖・連動しているのではないかという見通しがあった。

また竹末勤からは，やはり渦部落の移転問題の本質は，神武畿を見ドろすことにあり， 1898

(明治 31)からはじまる，神武陵の兆域拡大と参道の整備が，大正期の移転の前提としてあっ

たという，精搬な実証的批判がなされた(竹末勤「近代天皇制と陵墓開題 J r部落問題研究J

149 号， 1999 年12 月 ) 。 し か し '実 は注目すべき と私が思 う の は， はか らず も竹末が紹介 し た奈

良国立文化現研究所所蔵の「奈良黒庁文書』に現われる，神武陵の兆域拡大と参道の繋備にと

もなって一般村である大久保の民家が強制移転させられたという史実である(1)。神武陵の東南

のi波域整備の必要から 1890年に字大久保の民家 1戸が，兆域拡大と参道の整備にともない 1901

年に字大久保の民家 6戸の買収，

図:3. 1908 年 (明治4 1) 特別大演習地図 移転がな さ れ る のであ る 。 そ れ

らは図 2でいえば，神武器の東

側に隣接する白檀(字大久保)

の民家である。被差別部落であ

るi同部落の移転に数十年先行し，

すでに明治中期にー殻村である

字大久保の民家が強制移転させ

られているのである。そして

1915 年 (大正4 年) tこ は， 橿原

神宮の拡張にともない一般村の

畝傍・久米・凶条の 10家の家屋

が，さらに紀比二千六百年事業

にともなって 1930年代には畝傍・

久米の約 540戸の大集落が強制

移転させられる Oこの間，もっ

とも大規模な移転の対象になっ

たのは，図 3における檀涼神宮

の北側にある字畝傍の集落である。こうした問題の分析は従来の部落史研究からはぬけ落ちて

L 、
fこ 。

奈良県庁文書の f大正十四年，橿原神宮ニ関スル一件 J (大 14 2B-9) の な か に ， I帝国

陸地測量部編製畝傍附近ノ凶(二万分ノ-)写 J (1 91 0年発行の地函 iこ加草 し た も の ) がつ づ

り込まれている。それによると畝傍山北東山麓は「畝傍山東北殴拡張区域 jとして青色でき全ら

れ，畝傍山南東山麓は「尾原神宮拡張境内区域」として黄緑色で塗られる。両者は，それぞれ
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神武陵拡張とその景観の問題，橿原神宮とその崇観の問題として，展開してきたことになるω。

そして畝傍山山麓の神苑化は，宮内省を政策主体とする北東山麓と，慢涼神宮を政築主体とす

る南東山麓の両者からはじまるが，土地の買収やそのための地域との交渉などの実務は奈良県

とその指示のもと，郡や町村が行なった。洞部洛の移転においても，移転の交渉をした奈良県

や高市郡関係者の「功労」が顕彰されている cr大正七年，御料地一一件，知事官房J r奈良県庁

文書』大7-1-2)。またすでに明治期から山麓東側全体の「神苑化 jが奈良県や橿原神宮，民

間で立案され，課題となっており，大正期以降，神武陵と梶原神宮をつなぐ，陵道の問題や，

両者のあいだの集落である字畝傍の移転問題が日程にのぼり，最終的には紀元二千六百年事業

の中で，畝傍山麓の神武陵と桶原神宮の拡張事業は，一つの神苑として完成してゆくことにな

る。

以上の研究史を踏まえて，畝傍山・神武陵・ 1蛍原神宮，三伎一体の神武「聖蹟」形成という

ダイナミズムのもとに，神話的古代が近代にもつ意味 iこ迫りたい。今屈は主に「奈良県片二文書 J

サイドの史料に限られ，宮内省サイドの史料に肉薄できなかったことから，今後の見通しを示

す試論としたし、。

神武陵と神武天皇像

神武天皇をめぐる畝傍山の f取蹟」が創り出される背景には，明治維新の理念である神武創

業を視覚化し，その地に悶民の崇敬を集め，参加・動員をはかる意図があった。近世までの朝

廷の始祖は，強いていえば平安広に遷都した桓武天皇であったり，さかのぼっては天智天皇で

あったしまた改築としては，王政複古の大号令をめぐる議論のように建武の中興が思い出さ

れることもあった。

たとえば， 10世紀の F延喜式』以降，天智天皇を「始祖」視していたし，近世宮中のお黒戸

から引き継がれた泉楠寺霊明殿の位牌は. r天智天皇と その子孫の光仁 ・ 桓武以後の天皇た ち

だけ」に促られている(珂閉精司「前近代の皇室祖先祭記 J.日本史研究会ほか編 rr陵墓 Jか

らみた日本史 J 1995 年， 青木書店) 。 王政復古後にお いて も慶応 4 年 (1868) 1 月 の 明治天皇

克服奉告使が，神武天皇陵に先立って，天智・光格・仁孝・孝明の問天皇践に発遣されるし，

同年 8月の即位式にも神宮・神武・天智ならびに前帝三代の山陵に奉告使が発遣され，慶応 4

年段賠においても天智離が重視されている(安岡浩「近代天皇制における陵墓の観念 J r シ ン

ポジウム「日本の古墳と天皇騒 JJ 1998 年12 月12 日 ) 。 ま た後醍醐天皇につ いていえば， 文久2

年(1 862年) 11 月 に文久修陵の先駆け と し て， 神武陵よ り前に， 後醍醗天皇陵を修補 しているO

後醍醐天皇睦が鳴動し，鳥居・瑞離などが顛倒，破損し，孝明天皇が山陵泰行戸間忠至に修理

させている cr孝明天皇紀』文久 2年 11月 13日条。この点，飛鳥井雅道『明治大帝 J 1989 年 ，
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近代における神話的古代の創造(高木)

筑摩書房が指摘)。

18世紀の本間宣長以来の国学や水戸学に よ る記紀神話の発見は， 閉 じ たサ ー ク ルのなかでの

思想であったのに対し，文久期には朝廷のヘゲモニーのもとに，神武創業の理念は神武天皇畿

を核とした御陵修補の運動として政策化する (3L

明治維新期の朝廷においては，武家の文化や大陸から来た仏教を査定し，古代を理想、とする

政治文化として，神武創業の理念が大きく花開く。それは皇祖皇宗や万世一系といった天皇に

まつわる観念、の成立と不可分であったのだ。

文久 2年 (862) 10月14 日 ， 宇都宮藩家老戸田忠至な どが中心と な り ， 公武合体運動のなか

で山陵修補が開始される。翌年の 2月 17日には，高市郡ミサンザイ(神武田)が神武陵と決定

されるOここで興味深いのは，藷生君平・;本賠宣長らも主張し， I古事記J ・ 「 日 本書紀」 の訓

詰学によると最有力候補地であった畝傍山腹の丸出に比定するのではなく，畝傍山の北東のミ

サンザイに神武騒が決まった経緯である(関1)。

問題となるのは，神武睦の候補地の丸山が被差別部落である裾に隣接していたことである。

鈴木良が採集した言い伝えによると，神武陵探索の勅使を迎えるのに， 200余戸の部議を f ム

シロ J で囲い， 部落の 上手に一夜づ く り の新道をつ く っ た と い う ( I天皇制と 部落差別J ) 。 ま

た陵墓の治定(決定)に発言力をもった国学者の谷森善臣は，輯廷に提出した「神武天皇櫛綾

考J (r谷森家間蔵関係史料』 上， 宮内庁書接部所蔵， 谷 l踊249号) のなかで，

然、るに洞村之被多治兵衛と中者，威霊なる地之由虚言申者有之ニ付き，

近年神武帝蹟殿之跡拝と申立候儀も出来候得共難心得儀ニ翻座候

「洞村の轍多治兵衛」という者が，丸山を「威霊なる地Jであると虚註していると，治定に

もっとも影響力のあった谷森は非難している。最有力地の丸山は， iIOj部落に隣接す る ゆえ に，

排除されたのである。

かくしてミサンザイ説を唱える津藩の属学者北浦定数と，丸山説の谷森善臣の両者の意見が

朝廷に提出され，勅裁でミサンザイに決定する。

神武天皇御陵之儀神武田之方ニ御治定被仰出候事

尤丸山之方も箆末ニ不相成様被仰出候事

右ニ月十七日夜御達

2 月 17 日夜に， 神武天皇陵は神武田 ( ミ サ ンザイ ) の方に治定さ れたが， 丸山の方 も鰻末に

ならないようにと，天皇は達している (r谷森家i日産関係史料』雨上)。

堀田務ーによると，文久 3年の 5月にはじまり 12月に完成した神武天皇陵は，当時，ひとつ

の天皐陵の修綾費予算の平均が555両という見積もりのなかで，約30倍の 15062両余もかけて円

墳が築造されたという。まさに神武天皇陵こそが，文久の御接修補の中心であったのだ ( I江

戸時代 I l L)陵」の捜索と修補についてJ r考古学研究J 81号， 1974年) 。
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しかしいまだ始祖を神武天皇とすることについては，朝廷全体の合意を得られたわけではな

かった。慶応3年(1868) 12月 の王政復占の大号令の内容を検討す る議論のなかでは， 中山宏、

能・三条実美・中御門経之らの公家は建武中興の制度を参考にすべきとの意見であった。一方，

岩倉具視は，王政復古は玉松操の意見iこ依った。

王j攻復古ハ務メテ度量ヲ宏クシ，規模ヲ大ニセンコトヲ要ス，故ニ官職制度ヲ建定センニ

ハ，当サニ神武帝/肇基ニ原ツキ嚢宇ノ統一ヲ図リ，万機ノ維新ニ従フヲ以テ規準ト為ス

ヘシ cr岩倉公実記』中巻)

この神武創業を理念、としすべてにわたる維新を行なうべきとの玉松操の意見が入れられた。

こうして致治理念としても，慶応3年12月の王政復古の沙汰書において「諸事神武創業之始

ニ漂キJと宣言される。

明治 4 i手 9月の「服制改革の副(尚武同体樹の詔)J は， r天子親ラ之ガ元帥 ト 為 I) ，衆庶

目、テ其風ヲ仰グ。神武創業，神功征韓ノ如キ，決テ今日ノ風姿ニアラズ」とするO聞を剃りお

しろいを塗った，軟弱で女性的な明治天皇は，一転して，疋帥として，ひげをはやし洋服を着

た軍人へと生まれ変わってゆく。東征する神

図 4 .神武天皇御神像(1881年〉
武天皇のイメージの生成と，明治天皇がヨー

ロッパの軍人君主へと転換する過程は，パラ

レルで、ある(日本近代思想、大系『天皇と華族J

1988年， 岩波書店)。

時代は下がるが，図 4の大和国十市部多社

所蔵の神{象をもとにした「神武天皇御神像J

は， 1881年 (明治14) 1 月 に出版さ れた も ので

ある。これは神武天皇自らが製作したと説明

される，近世の民間信仰を伝える有徳の神像

であるOそれに対し 1888年(明治21)の「神

式天皇討夷之図J C回村米造画， 図 5 )は，
t;がすねひ こ

金鶏に導かれ長髄彦を討つ武人神武で、ある。

そしてこの時代の壁史画がそうであるように，

その衣装，ひげといいヨーロッパ的で濃々し

典拠 r橿原神宮史』 別巻， 1982年。
い。それは明治天皇の御真影の姿とも重なっ

てくるOこのように社会のレベルでは，若子遅れるが1880年代には，明治天皇と神武天皇のイ

メージは武人として語られるようになるO

また奈良で古代文化を顕彰する契機となる 1877年(明治10)の大和行幸においても，武人で

ある神武天皇の渡墓への祈願ι結果的に西南戦争への牽制は連関していたと思われる。『明
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近代における神話的古代の創造(高木)

治天皇紀jには 2 月 11日の紀元節祭典，および孝明天皇十年式年祭を主とするセレモニーが大

和行幸の目的である旨が記される。それに対して奈良の郷土史家藤田祥光が1937年(昭和12)

に示した解釈は示唆

図 5 . 神武天皇討夷之凶 (1888年)

典拠 r極!京神宮史J 5.l 1]巻. 1982年。

む。

王政謀吉之御成功ヲ

皇祖神武天皇御寵ニ

御親告アラセ給ヒ，

酉南之叛徒ヲ征討シ

給ブ

cr藤間文庫Jl. 090

4- 1 ・ 1， 奈良県

立奈良|渇書館所蔵)

すなわち，明治維新z

主政復占の成J;lJを神武天

嘉に報告することと，鹿

児島「征討」勝利の祈願

である。ここには，明治

維新後に武人として立ち

現れる神武天皇像と重な

る形で軍人明治天皐が，

反乱鎮撫への祈願を行な

うとの解釈である。もっ

とも，今井行在所の暁治

天皇に土方久元が遣わさ

れて，私学校の不穏な情

勢が伝えられ. I事変の

西南に発Jしても，すぐ

の東京への還幸はないと

の決定がなされるのは，紀元節祭典の前日. 2 月10 日 の こ と であ っ た cr明治天皇紀J 1877年

2 月7 日 . 10 日条) 。 と も か く ， 西郷隆盛挙兵 C 2 月14日 ) 前夜の緊張のなかで， 武人であ る

神武天皇の陵墓での親祭がなされたのである。

さて明治初年の神仏分離，神道関教化政策のなかで，陵墓をめぐる観念は 180度転換する。

慶(c，; 4 年 (1 868) 閏 4 月 7 E3の山陵御識の審議をもって，神武天皇践をはじめとする天皇陵は，
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仏教の死穣の場ではなく，死後の天皇の霊が宿る幽宮として「塑jなる場として，同家によっ

て意味づけられてゆく。あらたに幕末に造成された神武|後に仏教的な死核観があったとは考え

にくいが，近世の泉涌寺をはじめ，歴代の陵墓群全体の権威づけと新たな価値の付与は，その

頂点としての神武陵の権威を高めることになったであろう。

神武天皇接をめぐっては，明治 3年(1870) 2 月11 臼 に神武天皇祭が親祭と な り ， 神祇宮か

ら勅便が発遣されるし， 1876年 3 月初 日 に は神武天皇陵祭に儀伎兵歩兵一中隊が付与さ れる 。

そして1878年 3月 28日には，陵墓は，宮内蓄のみの管轄となり，以後，近世の入会出や民有地

であったあり方とはl塙絶した場となってゆく。

しかしながら明治初期の神武陵は， 1890年代以降の優原神宮が倉IJ建さ れて以降 と はあ り 方が

違った。

たとえば1879年(明治12) 4 月 3 日 の神武天皇祭では， 大和国存志が， 神武天皇陵前に お い

て，春日神社の私祭iこ準じるかたちで競馬を執行する (I庶務社寺之常B IB堺県之分，御韓基 A

件書J r大阪府庁文書』 宮内庁書陵部， 陵函985号) 。

奉瀬候

大和国四大灰二小軍高市郡大久保村

竹中久次郎始

外三拾四名

神武天皇御祭典四月三日ニ候処，近傍ノ者ト雄木日群集イ4仕候ニ付，御接前ニ於競馬執行

仕候ハ、万民遠歩之苦ヲ不厭ス参拝群参仕候，友候得ハ敬神ノ一廉トモ可逮儀ト愚考シ依

テ近村近区ノ数名之有志協議之上，当国春日神社私祭之列ニ拘ヒ，本日翌日右両日十二時

ヨリ五時迄御陵道路百五十間斗リ御拝借ノ上奉納仕度，就テハ雨天日送 I) ， 13.他エ勧財ケ

間数義ハ勿論奉幣之元悶無之様可仕，依テ費額積書相添え有志総代ヲ以上顕候間御許可被

成ド度奉懇願候以上

その文言lこは，神武天皇陵の前で競馬を執行すれば， 1万民遠歩之苦 ヲ 不献ス ， 参拝群参J

するので，敬神という人民の望みを達することができるとの趣旨である。

翌年の祭典には競馬だけでなく，昼夜の花火が京都伏見連によって奉納される (r大坂日報J

1880年 3 月24日 ) 。

今井の御慶へノ\毎年勅使参向せられ，昨年も競馬の奉納もあり賑はしき御祭典なりしが，

今年ハ有名なる山城伏見連より三[J四日両日昼夜とも煙花の奉納を為すとて，此節同社連

ハ日喪務へ民る由，そのころにハ桜花もそろ/、綻ろびかけ蝶舞ひ，驚歌ふ好時節なれべ

芳野，初瀬をかけて出かける人も多かるべし

煙花とは芸者の歌舞音曲の意味であるが，ここでは他の年の神武天皇祭の記載からして煙火

(花火)の誤植であろう。競馬や花火の奉納を観桜の物見遊山とかねて出かける雰匝気が良く
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年わる。

この年， 1880年 (明治13) 6 月 7 1ごし 宮内卿徳大寺実則は， ，神武天皇御陵東御門之儀， 0

今日々開扉可致，尤人民参拝之者ハ別紙絵図一面朱線内へ出入為致イえ苫候」と達している。 1880

年度より，神武天皇陵の南側の外柵と内柵の間(絵図朱線内)に，参拝の人々が入れるように

との達しである(，明治六年中，御陵墓願伺崩J r大阪府庁文書j 宮内庁書陵部所蔵， 陵函985

号)。東門の関扉後，神武陵への参拝の人波は絶えず， 1人民共不住意 ヨ リ 往々 中堤へ昇 リ 踏荒

シ候モノモ有之」とい、った状態なので，陵掌が椅子をおいて取り締まっていたが，さらに，

1882年6 丹20B に は番所の建設申請が大販府よ り な さ れ， 響月 に は許可さ れて い る ( I官省指

令J r奈良県庁文書』 明15 - 1A- 8)。

羽小田岳夫は，地域の信仰の対象として陵墓に神社が建てられている事例をいくつかあげ，

近世のありょうそ示す(前掲「江戸時代における天皇陵と幕府・民衆J)。屡)ボ神宮が建てられ

る以前の， 1880年代の神武陵に はそ の よ う な信仰の対象 と しての山陵と い う 属性が持続 してい

たのではないか。

また 1883年 4月 3日の神武天皇祭では，神武陸前の畝傍教会所で入社式が行なわれるが，排

耶論を多く掲載する神道家の雑誌である f朝陽新報J (第229号， 1883年4 月16日 ) は， い き い

きとその模様を怯える。

其の景状ハ荊臼より大和を始め大阪，河内， ~riJ波， 近江等の国々 よ り 千里を速 し と せす し

て，此の式に預からんと，或ハ官dl長官を掲け，或ハ神港樽を牛車に挽かしめ杯して参集

するもの数十隊，早朝より教堂の内外に充満し雑踏一方ならす，午前十一時より祭典並に

入社式，八乙女舞，説教等ありて実に盛大なり

1880年代の神武天皇睦は， 神聖な天皇陵であ る と 局時に参拝の場， 祭典の場で も あ り ， 員衆

にとっては物見遊山の場でもあったのだ。そして後者の機能は， 1890年代に は， 新た に設置さ

れる橿原神宮に吸収されてゆく。それはちょうど，京都御苑が，明治10年代なかばまで，博覧

会や禽獣園などのイベント会場であったのと似ている。

死の直前の岩倉具視が1883年 5 丹 25日に桂御所で北垣国道京都府知事らに示した「綱領jで

は，京都御先内に「桓武帝ヲ泰杷シ平安神宮ト泰称jする社殿の建設を示す (r岩倉公実記』

ド巻， 998頁〉。 そ こ では平安遷都の10月22 臼 を祭 日 と し ， ，府下人民ノ情願ニ任セ能楽，相撲，

花火，競馬等jの奉納を許可するという。かつて江戸時代の節分の日に天皇に蓑銭をした御千

度参りの民衆の記憶をすくいとるように，京都御苑への参拝は民衆の意識をつかんだものであ

ろう (4L神武寝も京都御苑も，明治10年代半ばまで参拝の対象であったのだ。

岩倉具規の死後， 1883年の宮内省京都支庁の設罷以後に京都御苑はだんだん と屈い込ま れた

聖域となってゆき，群集が集う場としては，鴨川の東地域が，建都千百年(1894年)の内層博

覧会，平安神寓の創建を契機にその役割を担ってゆくのと，神武陵の場の変化とは構造的には
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連関しているO

畝傍山神苑の形成

1.畝傍山

近世iこは芝や肥料を取ったり，自由に出入りすることができる場であった民有地，ないしは

入会[ lJで、 あ っ た畝傍 ・ 耳成 ・ 天香久山の大和三山は， 1891年の皇室御料地化によ っ て， 闘い込

まれ植樹され，古代万葉の景観が創り出される。

1878年 (明治11 ) 6 月 ， 堺県は政府に対 し大和:二山を名勝地と し て上申 し てい る。1880年 5

月 20日に内務卿松五正義から太政大臣二条実美にあてた f大和昌畝火山外二山之儀ニ付向Jで

は，

堺県下大和国高市郡畝火山，天ノ香久tll，耳無山ノ\大和三LJIト唱，国初帝都之地ニシテ神

武，緩靖以来御歴代之陵地王山之辺傍ニ現存シ大和第一之勝景ニ有之趣ニ候処，該三山ハ

総テ民有地ニ有之候得者，追々樹木伐採漸次開拓等致シ候ニ付テハ上古ノ嵐致ヲ損傷シ遺

憾之趣ヲ以，該三出立木トモ買上之儀堺!黒ヨリ伺出候ニ付，為取調候処，該三山之儀ハ歴

代皇帝之陵地現存候ノミナラス. 18跡名区之部内ニ モ列 リ 居， 全国中ニ於テ有名之土地ニ

有之候(，明治一三年七月内務省二J r公文録J. 国立公文書館所麓)

とし，官有地への編入を上申する。

1881年度に堺県が作成 し た 「大和三山取謁 」件J では， こ の内務省の伺いを受けて， 大和三

山の土地，樹木を買い，植樹して「古畏に復」す必要を説く。買い上げの中心にあったのは，

神武創業の地である畝傍山であり，この山は池尻村の元旗本神保降j山の所有であった。その権

利関係を奈良県は細かに絵閣に落とし，政府が買い上げてゆく(九

1890年12月8 日 に は， 畝傍山を皇宮地付!高地と し て宮有地第一 一種に編入す る のを受けて， 畝

傍山口神社嗣官の大谷景次は，伐採林の窃盗を厳重に防く\監護人に任命されている(畝傍山

口神社文書， 16 1 3 近24 - 1 ， 天理大学密書館所蔵)。 そ し て1891年 5 月 に政府よ り 畝傍ttl

は名勝地の認可がおりるが，この「名勝地」という指定は，奈良公嗣と並んで最も早い時期の

指定となった。 1891年には，帝国憲法下の事室財産として組み込まれてゆく。

さて畝傍山の植生については， r帝室林野昂五十年史J (1939年) で は， 昭和戦前期にお いて

アカマツの天然林におおわれているとする。そして1916年(大正 5 )以降，木がまばらな所や，

畝傍山北東部のj同部落の地域には，クロマツ，ヒノキ，カシなどを植えてきたとする。そして

「山の森厳維持jという風致の問題を第一義にすえる。

この問題は，大正期以降に現われる，神苑の植生をいかにすべきか，あるいは明治神宮外苑

の構想いかんをめぐる議論とかかわって，ドイツ留学経験を有する本多静六や上原敬ニらの近
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代造園中の生成と不可分である。

はやくはみ;多静六が1912年に，社寺嵐致林は， 1社寺の後方と 両脇は， 'I五l に木を禎ゑて幽

翠荘厳神聖にして所謂神々しき状態」を理想とし，スギ，ヒノキ，カシ，アカマツ，クロマツ

等が適当とする (I社守の風致林に就いてJ r神社協会雑誌、JI 164号) 。 本多 と 同 じ く 明治神宮外

苑の造園に携わり，東京帝巨大学で本多の弟子になる上原敬二は，神社は「郷党ぞ愛し国を愛

する思想、を培ふ源泉Jとし，福原神宮は，熱田神宍，出雲大社，吉野神宮等とともに，暦史的

参考として fなつかしみjを覚える場であるとする (I神社の森林J r神社協会雑誌JI 198号，

1918年) 。

この皇室場産である畝傍山をめぐっては， 1893年12月14 臼 に ， 臼橿村大字畝傍， 吉田， 山本

澗，克菅村大字大谷，慈、明寺の 6か村から，奈良県知事小牧呂業に宛てて「御料地畝傍山落芝

御下附願Jが出される。願いでは，JE:世において畝傍I I Jに接続する耕出では，日陰になり土砂

が流出し，鳥獣の害があるなどするため，代償として領主である神保酪山から「山林ノ落芝J

を貰い受けてきたとする。 1887年度の御料地編入後も， 1地押諦査， IlJ林境堺取調j な どで毘

辺諸村への負服もあるので，山林落柴の下付の存続を訴えている (r模原市史』史料，第 3巻，

1986年， こ の史料は， 藤井稔氏に教示頂いた)。 ま た時 じ時期と思われ るが， 再 じ6 か村か ら ，

この地は「柴薪等乏シキ地方Jで購入が困難なため， 1畝火山名勝地樹木抜伐御払下顧」 がだ

されている(畝傍ILJ口神社文書. 161-1 近22- 1)。近世の入会IL]としての畝傍山の機能と，

近代の困家による闘い込みによる地域との盤慨がうかがえる。

さらに畝傍山山上にあり，住吉大神，神坊皇后，豊受大神をまつる畝傍山口神社でも，畝傍

山の畏観保存が構想、される。近世以来，畝傍山口神社は， 1旺脹婦女ノ 安産起請」 を求め る 信

仰の対象であったし，摂津国住吉神社の祈年祭・新嘗祭では，畝傍I LJ口神社の埴土が採集され

祭儀に供せられた。同社は，奈良県に向けて， 1903年か ら畝火山住吉講社の認可を求めている。

1907年 (明治40) 3 月18 日 の畝傍山口神社許可大谷数栄の 「上{申書」 では，

抑モ本社ハ神武天皇定鼎ノ聖域タル畝火i1J頂松樹蔚葱ノ中ニ在 I)テ北ニハ畝火東北翻陵南

ニハ官幣大社橋原神宮ヲ始メトシ創業十世間ノ皇陵此ノ四圏ニ在り，担国歴史ノ精華，山

河霊秀ノ気鍾マリテ此土ニ在リト謂フベキナリ，是ヲ以テ本社ノ維持保存ハ特ニ宿意慎重

ヲ加へ社鍛ヲ修繕シ境内ヲ清浄ニシ以テ本社ノ荘厳ヲ保タサjレヘカラザ、ルノミナラズ，延

ヒテ聖域ノ風致ヲ優美ニシ，其大観ヲ補ハサル可ラザル儀ト存候，刊シテ之ヲ為スニへ

一般神社維持法ノ如キ経費ニテハ及ブベキ儀ニアラズ，若シ此憧ニテ遷移年ヲ過サパ社字

額J亮 シ境内荒蕪ニ帰シ由 リ テ以テ畝火山聖域ノ 風致 ヲ損ス ノレニ歪ノレヤ ， 必然ナ リ ト ス ，

と，論じる(畝傍山口神社文書， 161 …3 近24-32)。 こ こ では， 畝傍山口神社を有す る畝傍

山が山麓に神武陵，檀原神宮を擁する聖域であり， 1風致」 の維持が肝要であ る と す る 。 さ ら

に， 1890年に畝傍出御料地に組み込ま れた境内の枯損木下草な どの払い下げ代金の下付を求め
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る。明治維新後，財政的に疲弊した多くの社寺は， 1890年代以降に な る と ， f言者組織の再編 と

財政改善をめぎし，講組織をつくってゆくが，畝傍ill口神社の畝火山枝子守講社もそうした一環

であろう(高木博五 r近代天皇制の文化史的研究j 1997年， 校倉書房)。 そ こ で社の意義づけ

として，景観論が付加される。

2. 橿原神宮

畝傍山をめぐる景観の最後の整備が1890年の槙掠神宮の創建である。

明治10年代にはすでに榎原神宮創建に向けての動きもあるし，宗教講社としての畝傍教会所

の活動もある。

1889年10月16 日 に は， 神武天皇の神霊を 「主義崇」 す る 畝傍梧際教会本院が認可さ れ， 神武天

皇陵門前にf反事務所が置かれる。畝傍橿原教会本院は， I日富津藩主本荘宗武を教長 と し ， 副教

長に少教正の熊本正}乱そして地域で推進するのは最査主務ぞ勤める権大講義の奥野捧七であ

る。畝傍橿原教会本院の「畝傍橿原教会々!'jIJJでは，

神武天皇畝傍山東北御陵門前ヨリ畝傍山東南橿総御宮坊ニ鎮坐ス橿原神宮表通リエハ直径

八了南ニ当レリ，員IJチ畝傍山麓ノ民地て拾町歩余ヲ本会々員ヨリ領収スル会費及ビ共有地

有志集金ヲ以テ畏求メ畝傍公盟ト称、スル花園ヲ設ケ該公関内エ御歴代天皇御陵真量ニ依リ

タル遥拝所ヲ築設

するとし，神武陵と橿原神宮そつなぐ「畝傍公園Jの情想を示す(橿原神宮関係文警， 161ｭ

12 ， 近29- 3 ・4 ， 天理大学密書館所載)。

さらに権少教正奥野陣七が 1893年に発記する橿原神苑会の「規約 jでは， I儀式舘， 舞楽舘，

皇学舘，農学舘，畝傍徴占舘等ヲ設ケ，旦神都ヲ清潔美麗ニ jすることをうたう。これは 1889

年に体鶴が整う，伊勢神宮神苑会の会制の焼き院しである(鳥屋村森川家文書 161- 1，近 22 ~

1 ， 天理大学関書館所載) 。 し か し こ う し た奥野陣七を中心と す る畝傍撞原教会の神符授与や

神苑会開設の活動に対して，創建された橿原神宮サイドは牽制している cr橿原神宮史』巻 L

266-267 , 280-285貰)。

今日につながる橿原神宮は，直接的には， 1888年2 月 に奈良県会議員四内成郷が畝傍村の字

タカハタケの地を橿原宮祉にあてるべきと建言したことがはじまりである (6)。宮内省はこの地

を買収し橿原御料地とし， 1890年3 丹 に は， 神武天皇およ び媛指輪五十鈴媛皇后を祭神とす る

宮幣大社橿原神宮を創建する。京都御所の内侍所と神嘉殿の建て物を神殿として移築するO

ここで畝傍山山麓をめぐる一つの大事件がある。 1917年(大正 6 )に畝傍山東北I LJ腹の洞部

落(戸数208戸・人口 1054人)が神武陵を見ドろすのがけしからぬということで，さらに東北

部にある現在地に強制移転させられたという，鈴木虫が掘り起こした事件である。

この事件は天皇制と部諮問題を考える上で「聖」と I~Jの鮮やかなコントラストのもとに
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図 6 .畝傍神冨設計略函(日清戦争後)しかし私は，福部落しばしば言及される。
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となった伊勢神宮では，立 3皇制の形成に合

わせて， 1886~89 年に 五十鈴橋の向 こ う に

そして僧偲や呪術あった仏堂や!既や茶尿，

的な zg女，橋銭を拾う賎民といった張雑な

ものをクリアランスする。神厳さをかもす

計画的な樹種の選定による植樹が行なわれ，

この伊勢神宮神苑理想の神苑が現出する。

のモテールをうけて，奈良では ~ 6に示した

ように，神武陵と橿原神宮を合む神苑域の

民家や沼地を買い上げ整備しようとする

(高木前掲 f近代神苑試論 J)。

この神苑形成については，畝傍 il l麓で貝

典拠:奈良県庁文書『神苑会関係書類』

明22 - IB - 8 ， 奈良県立奈良図

書館所蔵。

体化するのは大正期のことである。畝傍山

く家屋の移転がなされるのは，

として，「神武天皇御陵東南附属地取拡 J

麓で最も

1890字大久保の岩井徳三郎の宅地 29歩が，

(I 明治二十四年， 御陵墓地買収一件J r奈良県3 月 に賢い上げ ら れ る事例であ る年(明治 23)

庁文書』明 24 - 2B-7 ， 奈良県立奈良図書舘所麓)。 さ ら に 1901年 (明治34) 12 丹 に神武夫

一般村である大久保の皇の兆域拡大と参道の整備の一環として，神武天皇陵の南に隣接する，

民家 6家(宅地 1392坪)が，強制移転させられる。対象となった 6家は，生活の困難を訴え，

(I 明治参拾弐年， 神武御陵取拡用地買収一件書類J r奈良県庁文移転費の下附を瀬い出ている

一般村である字ここで注目したいのは，書』奈良国立文化財研究所所蔵， 288.46-9-1)。

これらの民家の移転が，栂部落の移転に10年以上大久保(関 2では，自橿とされる集落)の，

も先行するという事実である。

1901年 4 月 6 日 に は移転さ せ ら れる民家 6 家か ら請願がな さ れる。
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家屋移転料ノ義ニ付請願

右請願仕候要旨ハ今般畝火山東北御陵地域御取拡メ結成候ニ付，自分共一同へ退転ノ御達

相成，謹デ領承仕候(中略)然ルニ其筋ニ於テ御内定ノ費額ト自分共上仲ノ費額トノ関，

頗ル大小アルヤニ拝承仕リ一向恐憧龍在候，自分共ハ皆草野ノ細民些々タル資金ヲ以テ規

模狭小ナル業ヲ常ミ，僅カニ生計ヲ保チ居ルモノニ有之，他ニ店住ヲ転シ候義ハ実ニ非常

ノ大事件ニテ椙当ノ移転費アルニアラザレパ相叶ヒ難ク，万一此移転費予定額ニ達セザル

トキノ、或ハ元来僅少ノ資金ヲ更ラニ減耗スル而巳ナラズ，狭少ナル規模ノ営業ヲ更ラニ

縮少スルノ外無之，新クテハ到底生計ヲ保ツ能ハズ一家流離ノ不幸ニモ立吏リ候ハンカト

競々罷在候(中略)之ヲ要スjレニ本件ノ如キ御接地域拡張ノ為メ，自然住居移転ノ必、要ヲ

生シタル場合ノ類例ハ，昨明治参拾参年中伊勢大掛ニ於ケル神苑拡張ノタメ西国貞助等数

人ノ住居ヲ移転セシメタルモノアリ，彼此対照スルニ最モ好19IJト奉存候条一度部取調被成

，先キニ土仲仕候費額御下渡被成下，速カニ移転候様，御詮義被成下震， 1比段請願仕候

也

明治参拾四年四月六日

奈良県高市郡円橿村大久保

竹中古次良印

辻本喜三郎印

安問久松印

新海梅麿印

増田惣次郎印

竹中安松印

宮内大臣子爵田中光顕殿(7)(下線部引用者，以下同じ)

ここで転居の対象となった住民は，伊勢神宮外苑の移転事業の先例をもとに，より良い条件

での補償を引き出そうと宮舟卿に請願しているO 伊勢神宮外苑の北御門の以自の，宇仁舘，神

嵐館などの旅館は二，三階建てで， r宮域 ノ 北角 ヲ遠国J す る状況で， 火災が懸念 さ れた 。 宇

仁館(西国周吉)，神風館(西田貞吉)ほか人家14戸が1901年度に移転させられたが，二つの

旅館だけで契約金額が 4万 5千円にものぼった (r神苑会史料』神苑会清算人事務所発行， 1911

年， 473-497 貢)。 こ こ では， 大久保村の住民が， 皇室にかかわ る清浄な空間づ く り の 「類例j

として，伊勢神宮外苑の移転事業をあげている点が，興味深し、

さらに洞部落の移転が，神武天皇陵と被差別部落の問題だけに特化できない理由をあげたい。

1902 年 (暁治35) 3 月8 日 に衆議院で可決さ れた， 瀧口帰ー らが提出 し た 「皇但神武天皇翻

i建設橿掠神宮鋼大前及御陵道改修費補助ニ関ス ル建議案J をみ る (8L こ の建議案では， 神武陵

と福原神宮がセットであることが重要である。その趣旨説明の中には，三三大節や春秋大祭のと
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きには， 1大都前及陵道ノ 狭障J な る た め に， 拝観の老若男女に負傷占が出た り . 1900年の

太子の結婚奉告時には， 1道路 ノ 両側， 耕地， 宅地 ノ 別ナ ク ， 実ニ充満j し ， 雑踏で差 し 障 り

があるとする。さらに，

(神武)御陵ノ彼ノ畝傍山麓ノ高キ処ニ，大字詞又之ニ接続シマスノレ(橘原)神宮/傍ニ

ハ，当時ニ於テ又畝傍ト云フ人家ガ，高ク御陵，神宮等ヲ，畷下シテ居ル(中略)狭陸ナ

ル道路又不潔醜随ナル人家/移転等ヲ為ス

とある (r衆議院議事速記録JI 18) 。

神武綾と橿原神宮の両者の清浄性の創出のため，畝傍般村)と洞(被差別部活)の移転

が画される。それは明治20年代以時伊勢神宮・熱田神宮などの神苑を晴矢として全国の神社に

波及する，神苑づくりの連鎖の過程でもある。

3. 1917 年 (大正6 )調部落の移転

大正期の洞部落の移転問題も，近代史全体の中では，畝傍， i ll lj麓の景観問器に含み込まれる。

それは神武陵と畝傍山東南山麓という，後から建てられた橿原神宮に先行する幕末以来の諜題

であった。

まずは鈴木良が「天皇制と部落差別 Jのなかで紹介した，奈良県庁文書から検討する。「大

正九年五月，郡長地方改良講宵会ニ於テ事務盛舎用原稿 Jと書き込みのある「洞部落移転」と

いう奈良県が作成した文書である (I自橿村大字洞新部落敷地ニ関スル書類 J大 7 - 3 F ~ 2 )。

大正六年五月ノ交，同部落ヲ他ニ移転セシメントシ，徐ニ之ヲ態語、シ始メタリ，此移

転ノ理由ハ宮内省方面ニ於テ同部落地域ヲ御料地ニ編入セントノ希望アリタル外

出西ニ畝傍御料林ヲ負ヘルヲ以テ H当リ悪ク主タル部落民ノ生業タル下駄表ノ乾燥

ニ困難ナルコト

一部落民ノ多数ハ貧困ニシテ雑然タル掻毘ニ住シ衛生上住宅改善ノ必要アリタ/レコト

一多少ノ士地家屋ヲ所有セルモノモ概ネ負債ノ為，抵当権ヲ設定シ其利子支払ニ苦メ

ノレノ状泌ナルヲ Bテ，一般ニ家政上之ヲ整理スルノ必要アリタルコト

四.居ハ気ヲ移スノ諺ノ如ク部落民思想改善ノ為，地ニ移転スルヲ利ナリトセルコト

五.特ニ神武御 i凄兆域ヲ眼下ニ見 jレノ地位ニアリテ恐懐ニ堪ヘサルコト等ノ諸理由ニ基

ケリ

この史料の自然な流れでは，洞部落の強制移転の根本の理由は，宮内省方由ーで， 1同部落地

域ヲ御料地ニ編入 jしようとしたことにある。ーから四までの ， i同部落の劣患な住環境や経済

的理由などや，Ii.の神武陵を見ドろす不都合は，あくまで付帯事項にすぎない。たしかにこの

奈良県庁文書の簿冊には，諸接寮と奈良県との移転の進行状況を伝える，往復書簡など，宮内

省諸陵寮のヘゲモニーが大きい。
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しかし澗部落ぞ御料地に編入するとは，畝傍山の御料地への編入で、あり，神武陵の「部陵地」

への編入ではない(帝室林野局 f帝室林野局五十年史J 1939年) 0 1936-38年に行な われた ，

神武援の勅使館の南側と桜川とのあいだの集落の移転時に作成された「畝傍山東北陵接続買収

予定地見取図」においても，桜) II の南側の洞部落跡地は 「林野局」 と表記さ れ る C I昭和十 7・

年，畝傍御綾拡張用地買収一件J r奈良県庁文書J 141，奈良県立奈良図書館所藤)。そして移

転事業の政策主体は常室林野局であった(竹末勤「近代夫皇制と綾墓問題 J r部落問題研究』

149 号. 1999 年)。 要す る に， 神武陵か ら畝傍III に向か つ て南西に緩やかに高 く な っ てい っ た地

点にある洞部落比御料地編入により畝傍山の山腹の一部になるのである。細部落を畝傍山に

吸収することによってスラム・クリアランスをもくろむのである。

澗部落の移転は，奈良県と宮内省とのやり取りによって，神武陵と畝傍山という一体となっ

た，畝傍山北東山麓の景観整備問題である。これがさらに大正期には，畝傍山とその山麓の景

観会一体のものとして整備しようとする動向があらわれる。

興味深いのは. 1916 年12 月238. 橿原神宮宮司桑原芳樹 ら がR内大罪波多野敬直 に あ て た

「御料山ヲ永世橿原神宮ニ御委託相成度件ニ付組」である。

畝傍山ハ梶原神宮ノ北開ヲ包ミ名山ト宗紀ト連繋シ，↑合モ内外両官ノ神路山高倉山ニ於ケ

jレガ如 ク ， 又春 日神社ノ 春日山ニ於ケルヵー如 シ (中略) 当神宮ハ畝傍山ニ斑連シ同山 ト

ニ天然ノ嵐致ヲ保持スルニアラザレパ，霊境ノ神雪ヲ発揚ス;1/事能ハザルモノト存候，就

テハ甚恐入候へ共，皇祖ノ鎮 I)マス神宮ノ荘厳ヲ保タセ給フロ Jキ御趣旨ヲ以テ，右全山積

原神宮ノ官域同様保持及管理方向神宮へ御委任相成候様致度

伊勢神宮や春日神社と同様に背後の山と神社が一体となった「霊境 jとなるため，畝傍山の

管理を橿原神宮に委託してほしいとの宮内庁への請願で、ある。同月 27臼，奈良県内務部長岩間

衛は，畝傍山の「風致方法其他維持経営ノ方法」について将来相当の経費がかかり責任が重い

ので，畝傍山の管理方法について橿原神宮が具体的なプランを提出するよう促している。結局，

畝傍山の大部分が世伝翻料地で付近の陵墓にもかかわる問題であるからとの理由で，畝傍山の

橿原神宮への委託は却下となる cr擾原神宮史 j第 1 , 660-677頁)。

しかし洞部落の移転とほぼ同じ時期に，橿原神宮が畝傍山と一体となった景観の整備を試み

ていたことに留意したい。

しかもこの大正初期には，畝傍山一帯で， 1915年の大正大礼と1916年の神武天皇二千五百年

祭という重要なイベントがもたれる cr橿原神宮史』第1)。

1911年 (明治44) に桑原芳樹宮司が赴任す る と ， 橿療神宮の 「神域の拡犠， 附属建造物の修

築，霊境の風致等jを企画するが，この事業は翌年7月には橿原神宮講社を設立して全国的に

募金をつのってゆくことになるO皇室や皇族からの下賜金のほかに. 1915年か ら神宮規模拡張

のため国費が支出される。さらに大正の大典記念事業とあいまって，神門および透塀，鳥居新
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築および参道改築のため，字畝傍・久米・四条の10家の家屋が撤去される(第 1次拡張工事)。

これもj同部落移転に先行するー般村の移転の事例である cr橿原神宮規模拡張事業竣成概要報

告J 1926年。 およ び 「大正四年， 橿原神宮拡張工事雑件J r奈良県庁文書J 大 4 -2B-16)(9)o

また 1916年 4月 3臼の神武天車二千五百年祭では，明治天皇・皇后は，神武陵での親祭の後，

榎阪神宮に参拝している。神武鑑と橿原神宮での儀式が宇速の過程となっている。

明治中期の畝傍山麓の人家の移転と景観整備において，畝傍山北東麓の神武陵の兆域と参道

の整備事業が先行していた原田のっとして， 1890 年 lこ創建さ れた短原神宮の社会的定着が十

分でなかったことが J考えられる。いわば明治中期までは，畝傍山の聖域は，神武陵一洞部落一

畝傍山を結ぶ畝傍 IIJ北京麓の一体だけであった。

景観薗からいっても， 1895 年 7 月9 自 に神武陵を拝 し た竹田友文は， I陵 ノ 修造大イ ニ整備

シ草樹弥々栄こに Jるとのに比して，様原神宮は「古樹ナキユへ只白々タルノミ jとの感想、を漏

らす cr優原神宮史』巻 1， 298 頁)。

しかしそれ以後，宮幣大社だけでも， 1894 年 lこ桓武天皇を杷る平安神宮が， 1901 年に は後醍

醜天皇を耳目る吉野神宍が，内悶植民地の北海道には 1899年札幌神社が昇格，そして 1900年には

台湾神社， 1910 年に は樺太神社な どが創建さ れる。 近代の宗IJ建神社の政策的重視と ， そ の社会

的認知である。

それと同時に畝傍山山麓でも，橿原神社が参拝の場となり，神式陵は神厳な場として，役割

分担し定着してゆくことになる O

たとえば 1909年(明治 42)の神武天皇察の『大阪朝日新聞 Jの記事は， I三 日午前九時よ り

畝火山陵に於て神武天皐祭執行，闘地等 :tl1~勅使として参向し，五卜三連隊第五中隊は儀伎を命

ぜられ(中略)尚橿原神宮にでも例祭を執行し参拝者多かりき J C同年 4 月 4 f3)と伝え，儀

式の場としての神武天皇睦，それに対して参拝の場としての橿原神宮が定置されている。

翌年の神武天皇祭前後の記事では，

官幣大社橿原神宮にては，例年の如く御鎮座記念祭を，二日早朝より宮司以下神職一同厳

粛に式を行へり，三日の御|袋祭は午前九時より行はるべく，四日は模原神宮に於て後宴祭

を執行す，当日余興として地方有志の寄附，煙火，郡山狂言社の能狂言等あり，境内の彼

岸桜も目下見頃なり cr大阪朝日新聞 J 1910 年4 丹3 日 )

とあり，桜嫡漫の橿原神宮の社頭で，花火や能狂言などが修される。

ここに神厳な神武綾，参拝の場としての橿原神宮を含み込む，畝傍山東麓全体の神苑化が具

体化する段階がやって来る。

そして第 2次拡議事業においては，神宮前東方の家屋を移転させ， 4 万坪を こ え る畝傍公爵

の設罷をもって， 1926 年3 月 に竣成す る Cf模原神宮規模拡張事業竣成概要報告J 1926 年)。
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紀元二千六百年事業と神武夫皐聖蹟謂査

1935年10月 に内閣に紀元二千六百年祝典準備委員会が設置さ れる 。 翌年に は紀元二千六百年

祝典評議委員会が，記念事業として①橿原神宮境域および、畝傍山東北睦参道の拡強整備，②神

武天淳一聖蹟の講査保存顕彰L③御稜参拝道路の改良，④臼本万国博覧会の開催，⑤国史館の建

設，⑥日本文化大観の編纂出版，といった計再を立てる。そして1938年ーからはじまった，神武

天皇聖蹟調査では， I古事記J . I 日本書紀J の記載に基づき ， 福岡の遠賀， 奈良の鳥見山 ・ 菟

田，和歌山の竃山・新宮など. 7 府県19か所の聖蹟が顕彰さ れ， 良資の花臨岩の記念碑が建て

られた(文部省「神武天皇聖蹟調資報告J 1942年)。

しかし，極原宮については，すでに「国家的に確認された」ものとして聖蹟の決定も顕彰施

設も実施されなかった。それだけ幕末以来の畝傍山・神武天皇睦・橿原神宮の三位一体の神武

天皇「聖蹟J化が既成事実となっていたのである。

その前提の上で橿原宮の神武天皇「塑蹟」についてのべる。紀元二千六百年事業にかかわっ

て， 1938年か ら40年ま での問に， 新た に明治神宮 iこな ら っ て外苑約4 万坪が新設さ れ， 畝傍L1J

麓の神武・緩靖陵から橿原神宮に至る神苑は約12万坪に拡張されることになった(鈴木良編

『奈良県の百年J 1985:$， 山川出版社)。 さ ら に明治神宮外苑の メ モ リ ア ルパー ク に な ら っ て，

復原神宮においても外苑運動場・大和問史館・外苑野外公裳・八紘寮・樹原文庫といった諸施

図 7 . I紀元2600年事業」 をへた . 1999年 (平成11 )

の現況
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設が，勤労奉仕によって建設された。

さらに 1 939年に古くから地主神を祭

る畝傍山山上の畝傍山口神社が西麓

に移築された(鈴木良 II建国の聖

地jの祝典と統合 J，文化評論編集

部編「天皇制を問う JI 1986 年， 新 日

本出版社)。

また畝傍山口神社の移転とセット

で，神武陵の南東に隣接する勅{吏舶

の南側の字大久保の宅地 9軒が，奈

良県と宮内省の両方の費用で買い上

げられている(奈良県庁文書，昭和

11 年141) 0 こ こ では， 各家の 「移転

物件申告書 Jが「官幣大社橿原神宮

敷地設置予定院域内ニ於ケル移転物

件」の雛形の用紙に書き込まれてい



近代における神話的古代の創造(高木〉

るように，畝傍山麓全体が，紀元:千六百年事業における景観問題であったのだ。

そして橿原神宮境域・神武睦参道の拡張のなかで，回畑・ ILL林や墓地のほかに，畝傍・久米・

大久保の一般村の民家194戸および拡張区域外の46戸，あわせて240戸が，神武「霊蹟Jの景観

づくりのなかで移転させられたのである cr紀元て千六百年祝典記録J 7 冊)。 こ れ は1899年の

民家の移転に続く，一般村の民家移転の大規模な事例であり . i同部落の移転問題が， 部落問題

に特化できないことが証明される。

幕末以来の畝傍山・神武天皇陵・橿原神宮を三位一体の景観とする神武天皇「聖蹟」づくり

は. r紀元一二千六百年事業J (1 940年) を も っ て完成を迎え ， 数年後に敗戦を迎え る ので あ る

(図7)。

(l) r明治参拾三\'ド， 神武御陵取拡用地買収 イ牛書類J (r奈良県庁文書』 奈良国 立文化財研究所所

蔵. 288 .46-9- 1) のなかに . 1917 年の被手差別部落であ る洞部落の移転に先行 し ， す で に1901 年 に

一般村である字大久保の民家が強制移転させられている史実を. 1998 年11 月 の奈良国立文化財研

究所における私の独自の調査で発見した。さらに最も早くは. 1890 年 3 月 に神武陵東南の右井徳

三郎(学大久保〉の宅地 29歩が翼い上げられている (r明治ニ十四年，御陵慕地買収一件 J r奈良

県庁文書 u明 24 - 2B-7. 奈良県立国書館所蔵)。 畝傍山山麓の民家の移転問題そ， 部落問題

に特化できないという論点は，私のオリジナルである。この点. 1999年 3 月208 の近代文化財問

題研究会の竹末勤の報告「宮内省陵慕専管体制の成立と神武陵の拡張J (r近代天皇制 と陵墓問題J

「部諮問題研究.I 1999'f12月号の原案) に対 しで も ， 洞部落に先行す る1901年の字大久保の民家

6 戸の買収， 移転問題 こ そが. r明治参拾弐年， 神武御陵取拡用地質収一件書類j の最大の史料

上の意義である旨を，私が指摘した。

(2) r車己元二千六高年祝典記録.I 7 船所収の 「軽量奈第三鴎， 機住吉;神宮境域， 畝傍山東北陵参道拡張

専務備事業竣成国」でも，畝傍山東麓においては， it の綴靖天皇陵か ら神武天皇援をへて桜) 1 1橋に

至るまでを「陵域拡張区域 Jとし，桜川橋から橿原神宮をへて南側の(吉野一大阪を結ぶ)大阪

鉄道までを「境域拡張区域 jと明示される。

(3) 羽中国岳夫 「江戸時代におけ る天皇陵と幕府 ・ 民衆J (前掲 rr陵慕」からみた臼本史，J])では，

神武天皇を始祖とする水戸学の主張が，嘉永期以降になって幕府も認めざるをえなくなると論じ

る O

(4)飛鳥井雅道「近代天皇像の展開 j岩波講座『臼本通史」第 17巻. 1994 年。 藤田覚 『幕末の天~J

1994 年， 講談社。

(5) r奈良県庁文書J 明 13- 1 e ー し 奈良県立奈良図書館所蔵。 こ の点， 茂木雅博 『天皇陵の研究』

(1990 年， 向成社〉 が指摘す る 。

(6) r明治三 十五年， ト一月七日 ， 西 It:! 成郷宮司誹誘一件弁駁書J (橿原神宮関係文書 161 - 12，近 20

1.天浬大学図書館所蔵)は，奥野陣七が広瀬神社兼橿原神宮寓司の西内成郷を誹誘したもので

あるが，結5たは，高田区裁判所より. r西IλJ bJ(;郷ニ係ル標柱取反事件ニ付強制執行J を う け ， 奥

野は35円 2 銭 5 1璽が支払えず. r家資分散者j を宣告さ れてい る 。

この史料に西内成郷の明治初年よりの橿原宮駈顕彰の軌跡が記される。新出史料のため長い引
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用をするO

(前略)明治九年二月ヨリ専ラ調資ニ従事セシモノニシテ，明治十一年九月ニ実地ノ調査ヲ了

へ此上民間ニテハ充分ノ調資出来サ、ルニ付，俸給ニ不拘地租改正掛(名所調)等/役人トナ

リ，明治十一年十月ヨリ明治十六年二月迄，堺県及大坂府ニ勤務続シ，地方官及地;与さ存者ニ

就テ充分ノ研究シテ大阪府属ヲ辞シ，決心シテtliニ於テ大阪府知事へ建古書ヲ出シ，其後屡々

書面ノ訂正ヲ為シ，遂ニ其建言ニ関スル事ハ奈良県再地(置) /際，一件書類引継キニ相成

局レリ，尚一方面ニハ内閣総理大混兼宮内大胆伊藤博文公へ該建言書ヲ捧呈シ，御陵守長ト

ナリテ香川諸陵頭へ御陵/事ト合併シテ建言シ屡々上京シテ古井宮内次官，西四辻侍従，品

!I I御陵局長， 丸山図書助， 其他佐野顧問宮， 井上頼凶翁， 為ニ誠心誠意空室ノ 為メ ， 国家 /

為メ，千辛万苦内議ノ末，内議ノ次第モ有之，議員ノ肩書ヲ付シ，明治二十一年最後/建言

書ヲ改メテ泰呈シ，其後又屡々上京土方宮内大臣，吉井次官，西四辻侍従，品川御料同長，

丸山国書助，桜井地理局長等ニ而会シ，皇統連綿タル大日本皇祖神武天安:懐!反御寓枇御決定

ナキハ外人へ対シテモ悦ヌベキノ甚シキモノナリトテ大ニ迫 1)， Jt筋ニ於テ モ畝傍山東南 ノ

福原ト葛上部/柏原ト豊浦ノ甘橿ノ宮ト三説ア I)シヲ充分御詮議被為在，目ツ古井宮内次官，

丸山図書劫並ニ実地ノ検分ヲ命セラレ又西阿辻侍従ニモ時ニ実地検分ニ三塁シ遺ハサレ，詳細

取調ノ結局成郷建言ノ通リ御採用相成リ(後略〕。

西内の明治十年代における伊藤博文や宮内省関係者への働きかけが詳細に記される。

(7)増田惣次郎は別の文書では，字久米の住人となっている。

(8) こ の史料は， 竹末勤 「日本近代史研究にお け る洞部落移転問題の位置J (r部落問題研究j 143,

1998年) に教え られた。

(9)1917 年 (人F正6) 4 月 に は， 橿原神宮勅使館， 社務所が完成 し1922 年 (大lE ll) 3 月5 臼 に

は，衆議院に八木逸郎ほか 5名より「橿原神寓第三田宮域拡張及建物修築ニ関スル建議案 jがだ

され，伊勢神宮，明治神宮に匹敵する，悶家的な規鎮での宮城拡張を訴える。議会での高草美代

蔵の発言で，興味深いのは，字放傍の村落の歌舞・管弦の音が，神寓に間こえ森厳を欠く不都合

の指摘で，これは字畝傍全体の移転を示唆するものである。さらに;大阪や奈良からの鉄道の敷設

計画と参拝者の増加への対応を訴え， 1914 年に は 6 万人だ っ た参拝者が， 1921 年に は80 万人を こ

える実態を示す (r帝国議会衆議院議事速記録 j 41) 。
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